
内

閣

府
、
文
部
科
学
省
、

○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

令
第　

号

厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省　

　

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第　
　
　

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療

情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条

第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿

名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年　
　

月　
　
　

日

内
閣
総
理
大
臣　

高
市　

早
苗

文
部
科
学
大
臣

松
本　

洋
平

厚
生
労
働
大
臣　

上
野
賢
一
郎

経
済
産
業
大
臣　

赤
澤　

亮
正

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の



一
部
を
改
正
す
る
命
令 

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成 

　
　
　

内　

閣　

府
、
文
部
科
学
省
、 

三
十
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　
　

厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

（
匿
名
加
工
医
療
情
報
等
の
提
供
方
法
） 

（
匿
名
加
工
医
療
情
報
等
の
提
供
方
法
） 

第
二
十
七
条　

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
等
に
対
す
る

第
二
十
七
条　

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
等
に
対
す
る

匿
名
加
工
医
療
情
報
等
の
提
供
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

匿
名
加
工
医
療
情
報
等
の
提
供
は
、
厚
生
労
働
大
臣
等
が
定
め
る
情
報
の
送
付
方

規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
第
五
条
の
六
第
五
号
の
表

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報
（
匿
名
加
工
医
療
情
報
を
除
く
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
大
臣
に
対
し
、
厚
生
労
働
大
臣
等
が
定
め
る
情
報

の
送
付
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
令
第
十
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
面
） 

（
令
第
九
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
面
） 

第
三
十
条　

令
第
十
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

第
三
十
条　

令
第
九
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
手
数
料
納
付
書
と
す
る
。 

を
記
載
し
た
手
数
料
納
付
書
と
す
る
。 

［
一
～
三　

略
］

［
一
～
三　

同
上
］

（
安
全
管
理
措
置
） 

（
安
全
管
理
措
置
） 

第
三
十
一
条　

法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十

第
三
十
一
条　

法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十

一
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。 

一
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。 

一　

［
略
］ 
一　

［
同
上
］ 

二　

次
に
掲
げ
る
人
的
な
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置 

二　

次
に
掲
げ
る
人
的
な
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置 

イ　

連
結
可
能
匿
名
加
工
医
療
情
報
利
用
者
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

イ　

連
結
可
能
匿
名
加
工
医
療
情
報
利
用
者
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

い
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

　

法
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第

　

法
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
、
高
齢
者
の
医
療

(1)

(1)

 
                                                                　　　　　      

      



八
十
号
）
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の

の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
、
介
護
保
険

五
第
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報
を
規
定
す
る
法
律
（
匿
名
加
工
医

法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第

療
情
報
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十

五
十
三
号
）
若
し
く
は
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

三
号
）
若
し
く
は
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

法
律
第
五
十
七
号
）
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反

第
五
十
七
号
）
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
、

し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

 

［

～

　

略
］ 

［

～

　

同
上
］ 

(2)

(5)

(2)

(5)

　

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
匿
名
加
工
医
療
情
報
若
し
く
は

　

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
匿
名
加
工
医
療
情
報
若
し
く
は

(6)

(1)

(5)

(6)

(1)

(5)

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
六
第
五
号
に

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労

規
定
す
る
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
等
（
匿
名
加
工
医
療
情
報
を
除
く

働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
第
五
条
の
六
第
五
号
に
規
定
す
る
匿
名
医
療
保

。
）
を
利
用
し
て
不
適
切
な
行
為
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
関
係
法

険
等
関
連
情
報
等
（
匿
名
加
工
医
療
情
報
を
除
く
。
）
を
利
用
し
て
不
適

令
の
規
定
に
反
し
た
等
の
理
由
に
よ
り
同
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
匿
名

切
な
行
為
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
関
係
法
令
の
規
定
に
反
し
た
等

医
療
保
険
等
関
連
情
報
等
を
取
り
扱
う
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
そ
れ
ぞ

の
理
由
に
よ
り
同
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
が
認
め
た
者 

等
を
取
り
扱
う
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

 

る
者
が
認
め
た
者 

ロ　

［
略
］ 

ロ　

［
同
上
］ 

［
三
～
五　

略
］

［
三
～
五　

同
上
］

 

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

 
                                                                　　　　　      

      



附　

則 
こ
の
命
令
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　


